
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ３月７日（金）に中学校で卒業式が行われました。胸を張って堂々と入場する姿や卒業証書を受け取る姿、

学級解散式の姿から、義務教育を卒業する誇りと自信を感じるとともに、これまでお世話になった方々への

感謝の思い、仲間との惜別の思いがあふれていました。ほとんどの中学生は、学校生活の場が白川から離れ

ます。次のステージでも、それぞれが自分らしく、白川で学んだ力を精一杯発揮してもらいたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育委員会として各校でお話しした告示の一部を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.1 令和 7 年 4 月１日号 

発行：白川町教育委員会 

―「白川を愛し、たくましく心の 

あったかい子を育む美濃白川」― 

【白川中】 

（前略）「お昼休みのコンサート」「白中フェ

ス」、総合的な学習で探求した「白川町の魅力

を生かして白川町を持続可能なまちにするた

めにはどうしたらよいか」など、日常生活を

はじめ数々の行事まで、これまで行ってきた

「当たり前」を常に見つめ直し、よりよい生

活を生み出してきました。白川中と佐見中が

統合してちょうど三年、皆さんは新たな白川

中学校を築き、今ではとても活力のある学校

へと変革しました。（後略） 

【黒川中】 

（前略）黒川中の伝統を大切にしながら、た

くさんの挑戦をしてきました。黒川中四本柱

「挨拶」「学習」「黙働」「合唱」の充実に向

け、誠実に取り組み、後輩たちに姿で示して

くれました。また、生徒会主催の全校レクリ

エーション、白川中学校の文化祭に参加し、

堂々と合唱を披露するなど、これまでとは違

った活動にも積極的に取り組みました。全校

みんなが安心して楽しく過ごすことのできる

学校づくりに心を砕いてくれました。（後略） 



 

 

 

 

 「登下校が学校の責任であるかどうか」ということについて、多くの保護者の方は迷われるのではないで

しょうか？ スポーツ振興センター法（学校でけがをした際にお見舞金が出ます。もらったことはありませ

んか？ 現在、白川町では、高校生までは窓口での利用費は無料ですが、実は１割がお見舞金として給付さ

れます。）において、登下校は学校管理下と示していますので、保護者の方が、「登下校は学校の管理下（責

任）だ」と思われるのは仕方ないことですが…。 

また、慣例として学校で登下校指導などを当たり前に行っているので、学校の管理の元なされていると考え

ても不思議ではないと思います。ですが… 

以下の文書をご覧ください。これは文部科学省から発出された文書です。 

 

 

 

 

 上記の文で「学校管理下」と「登下校中」と分けて書いてあることがポイントです。つまり、登下校中が学

校管理下であったのならば、わざわざ分けて書く必要はありません。また、学校の働き方改革について審議し

た中央教育審議会でも、「登下校時の見守り活動は、基本的には学校や教師の本来的な業務ではない」としてい

ます。他にも、社会通念上、学校の敷地外で起こったことを学校管理下（全ての子どもが家に着くまで教師が

見届けるということは不可能…）にするということは、なかなか難しいことです。 

 しかし、ここで言いたのは、「登下校は学校の責任ではありません。保護者の方の責任ですよ」ということで

はありません。学校内外において痛ましい事故等（いじめも含む）が発生しないようにどうすればよいかとい

うことです。つまり、学校、保護者、地域が連携して対応していく必要があるということです。５年ほど前、

川崎で、バス停で待っていた小学生の女子児童が男に刃物で刺される痛ましい事件がありました。こんなこと

は白川では絶対起きないと思っていますが…。そこで、以下に望ましい指導の在り方について記します。 
 

【学校の役割】                  【保護者・地域の役割】 

 

 

 

 

 

 

 上記の図の重なりが大切です。どちらかに責任を押し付けるのではなく、それぞれでできる範囲で、無理

することなく、子どもの安全安心を創り出すことが大切です。これからの時期、昨年度に引き続き「熊」の出

没も心配されます。ぜひとも、白川の先生と保護者、地域の方、みんなで子どもたちを守りきりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の子どもたちの主な行事 
４月４日（金）  保育園入園式（白川保、白北保、黒川保、佐見保、光の子保） 

４月７日（月）  入学式（午前：小学校 午後：中学校） 

４月９日（水）～ 町学力テスト（小１を除くすべての学年で実施、小は国算、中１は国数理社、 

中２３は国数理社英 各校にて日時設定） 

４月１７日（木） 全国学力学習状況調査（小６と中３ 国算（数）理、質問紙）※理科は別日 

４月２２・２３日 佐見小家庭訪問（希望者） 

４月２５日（金） 授業参観（白小、蘇小、佐小、白中、黒中） 

４月２６日（土） 授業参観（黒小） 

学校管理下や登下校中に児童生徒等が被害に遭う事件・事故災害の発生は後を絶たず、児童生徒等へ

の安全教育や学校管理等の一層の充実を図ることが求められています。 

平成２７年３月３１日「学校安全に関する更なる取組の推進について（依頼）」 

・学校安全のルールを教える。 

・保護者や警察と連携する。 

（学校保健安全法に明記されている） 

 

・通学路（バス停）で見守る。 

・地域の交通当番に積極的に参加する。 

→人の目を増やすことが大切 

 


